
平

成

五

條

市

議

会

第

四

回

十

二

月

定

例

会

会

議

録
（
第

一

号
）

十

九

年

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

平
成
十
九
年
十
二
月
三
日
（
月
曜
日
）

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

議

事

日

程
（
第

一

号
）

平
成
十
九
年
十
二
月
三
日

午
前
十
時
開
議

第
一

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名

第
二

会
期
決
定
の
件

第
三

市
長
の
市
政
報
告
と
提
出
議
案
の
説
明

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

本
日
の
会
議
に
付
し
た
事
件

議
事
日
程
の
と
お
り

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

出
席
議
員
（
二
十
名
）

一
番

西

本

幸

洋

二
番

太

田

好

紀

三
番

川

村

家

廣

四
番

藤

冨

美

恵

子

五
番

池

上

輝

雄

六
番

益

田

吉

博



七
番

山

田

由

比

己

九
番

峯

林

宏

政

十
番

西

尾

彦

和

十
一
番

北

山

和

生

十
二
番

山

本

久

和

十
三
番

花

谷

昭

典

十
四
番

佐

久

間

正

己

十
五
番

寺

本

保

英

十
六
番

樫

塚

凱

一

十
七
番

黄

木

英

夫

十
八
番

土

井

康

嗣

十
九
番

榮

林

末

次

二
十
番

大

谷

龍

雄

二
十
一
番

田

原

清

孝

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

欠
席
議
員
（
一
名
）

八
番

山

田

澄

雄

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

説
明
の
た
め
の
出
席
者

市
長

吉

野

晴

夫

副
市
長

榮

林

勝

美

教
育
長
職
務
代
行
者

橋

本

重

夫



市
長
公
室
長

岡

本

和

人

総
務
部
長

上

山

保

見

生
活
産
業
部
長

林

正

信

健
康
福
祉
部
長

清

水

勝

西
吉
野
支
所
長

森

本

康

元

大
塔
支
所
長

竹

本

重

博

消
防
本
部
次
長

東

正

章

会
計
管
理
者

堤

好

文

水
道
局
長

阪

ノ

上

武

則

財
政
課
長

堂

阪

賢

治

秘
書
課
長

田

中

衛

庶
務
課
長

大

垣

賢

治

企
画
調
整
課
長

山

下

正

次

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

事
務
局
職
員
出
席
者

事
務
局
長

長

田

雅

光

事
務
局
次
長

乾

旬

事
務
局
主
任

西

峯

久

美

事
務
局
主
任

笹

谷

豊

速
記
者

柳

ヶ

瀬

五

美

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

午
前
十
時
二
十
九
分
開
会



○
議
長
（
寺
本
保
英
）
た
だ
い
ま
か
ら
、
平
成
十
九
年
第
四
回
定
例
会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。

本
日
、
平
成
十
九
年
第
四
回
定
例
会
が
招
集
さ
れ
ま
し
た
と
こ
ろ
、
議
員
各
位
に
は
何
か
と
御
多
用
の
と
こ
ろ
御
参
集
を
賜
り
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

本
定
例
会
に
は
、
平
成
十
九
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
を
始
め
多
数
の
重
要
議
案
が
提
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
各
位
に
は
ど
う
か
御
精
励
を
い
た
だ
き
ま
す
と
と
も
に
、

円
滑
な
る
議
会
運
営
に
格
段
の
御
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
開
会
の
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
寺
本
保
英
）
こ
の
際
、
申
し
上
げ
ま
す
。

会
議
記
録
並
び
に
広
報
五
條
に
掲
載
の
た
め
、
各
会
議
の
日
程
中
、
事
務
局
に
写
真
撮
影
を
さ
せ
ま
す
の
で
、
御
了
承
願
い
ま
す
。

た
だ
い
ま
の
出
席
議
員
数
は
定
足
数
に
達
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
会
議
が
成
立
い
た
し
ま
す
。

市
長
か
ら
議
会
招
集
の
ご
あ
い
さ
つ
が
あ
り
ま
す
。
吉
野
市
長
。

〔
市
長

吉
野
晴
夫
登
壇
〕

○
市
長
（
吉
野
晴
夫
）
開
会
に
当
た
り
ま
し
て
、
一
言
ご
あ
い
さ
つ
を
申
し
上
げ
ま
す
。

本
日
、
第
四
回
定
例
会
を
招
集
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
議
員
各
位
に
は
年
末
を
控
え
何
か
と
お
忙
し
い
中
、
御
出
席
を
賜
り
、
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま

す
。今

年
の
日
本
は
、
地
球
温
暖
化
の
影
響
か
、
夏
の
猛
暑
・
酷
暑
に
加
え
台
風
が
多
数
発
生
し
た
り
各
地
で
集
中
豪
雨
が
あ
っ
た
り
と
異
常
気
象
に
見
舞
わ
れ
、
新
潟
で
は
ま
た

し
て
も
大
地
震
が
発
生
し
多
数
の
被
害
が
出
る
な
ど
、
大
変
な
年
で
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
本
年
は
四
月
に
統
一
地
方
選
・
市
長
選
、
七
月
に
は
参
議
院
選
が
あ
り
与
野
党
が
逆
転
し
総
理
が
交
代
す
る
な
ど
、
激
動
の
一
年
と
な
り
ま
し
た
。

さ
て
、
景
気
は
こ
の
と
こ
ろ
一
部
に
弱
さ
が
見
ら
れ
る
も
の
の
回
復
し
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
国
の
平
成
二
十
年
度
予
算
は
、
概
算
要
望
ベ
ー
ス
で
地
方
交
付
税
は
前
年

対
比
マ
イ
ナ
ス
四
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
試
算
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

加
え
て
、
少
子
高
齢
化
の
更
な
る
進
展
に
よ
り
税
収
の
伸
び
は
望
め
ず
、
逆
に
福
祉
関
係
費
の
増
大
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
事
業
へ
充
当
で
き
る
財
源
が
圧
迫
さ
れ
、
経

常
経
費
に
充
て
る
財
源
も
大
き
く
不
足
す
る
こ
と
は
確
実
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
国
並
び
に
地
方
の
財
政
状
況
が
危
機
的
状
況
に
あ
っ
て
、
本
市
に
お
い
て
も
財
政
健
全
化
に
向
け
、
行
財
政
改
革
の
推
進
を
図
り
、
集
中
改
革
プ
ラ
ン
を
全
庁
的

に
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。



予
算
編
成
に
お
い
て
も
、
昨
年
度
に
引
き
続
き
枠
配
分
方
式
で
編
成
す
る
よ
う
指
示
し
て
お
り
ま
す
。

い
ず
れ
に
い
た
し
ま
し
て
も
、
私
ど
も
地
方
自
治
体
が
お
か
れ
て
お
り
ま
す
状
況
は
引
き
続
き
厳
し
い
も
の
が
続
く
と
予
測
さ
れ
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
中
、
一
刻
も
早
く
新
市
建
設
計
画
を
軌
道
に
乗
せ
る
べ
く
、
厳
し
い
財
政
状
況
の
中
で
、
改
革
と
未
来
に
夢
の
持
て
る
ま
ち
づ
く
り
を
や
り
遂
げ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
思
い
で
い
っ
ぱ
い
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
に
も
、
議
員
各
位
の
英
知
と
情
熱
の
お
力
添
え
を
賜
り
な
が
ら
、
市
議
会
と
行
政
が
市
政
運
営
の
両
輪
と
な
り
、
本
市
の
発
展
に
ま
い
進
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
に
お
き
ま
し
て
、
議
員
各
位
に
は
忌
た
ん
の
な
い
御
意
見
を
賜
り
た
い
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
時
節
柄
、
健
康
に
は
十
分
御
留
意
い
た
だ
き
、
ま
す
ま
す
の
御
活
躍
を
賜
り
ま
す
こ
と
を
お
願
い
い
た
し
ま
し
て
、
平
素
の
お
礼
と
開
会
に
当
た
っ

て
の
ご
あ
い
さ
つ
に
代
え
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

○
議
長
（
寺
本
保
英
）
た
だ
い
ま
か
ら
会
議
に
入
り
ま
す
。

諸
般
の
報
告
事
項
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
務
局
長
に
報
告
さ
せ
ま
す
。

○
事
務
局
長
（
長
田
雅
光
）
命
に
よ
り
、
私
か
ら
御
報
告
を
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
「
全
国
市
議
会
議
長
会
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。

去
る
十
一
月
九
日
に
、
東
京
都
に
お
き
ま
し
て
、
第
百
六
十
九
回
理
事
会
及
び
第
八
十
三
回
評
議
員
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

第
百
六
十
九
回
理
事
会
は
、
全
国
都
市
会
館
に
お
い
て
午
前
十
一
時
か
ら
開
会
さ
れ
ま
し
た
。

初
め
に
、
藤
田
会
長
の
あ
い
さ
つ
が
あ
り
、
続
い
て
、
役
員
補
欠
選
任
、
第
百
六
十
八
回
理
事
会
以
降
の
一
般
事
務
報
告
、
第
八
十
三
回
評
議
員
会
の
運
営
、
会
長
提
出
議
案

及
び
平
成
二
十
年
度
予
算
の
見
通
し
等
に
つ
い
て
協
議
が
行
わ
れ
、
い
ず
れ
も
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
第
八
十
三
回
評
議
員
会
は
、
日
本
都
市
セ
ン
タ
ー
会
館
に
お
い
て
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
開
会
さ
れ
ま
し
た
。

初
め
に
、
藤
田
会
長
の
あ
い
さ
つ
が
あ
り
、
続
い
て
来
賓
の
二
之
湯
総
務
大
臣
政
務
官
、
衆
参
総
務
委
員
長
の
あ
い
さ
つ
が
あ
り
ま
し
た
。

引
き
続
い
て
会
議
に
入
り
、
報
告
事
項
と
し
て
、
事
務
局
か
ら
前
回
定
期
総
会
以
降
の
一
般
事
務
報
告
と
、
地
方
行
政
委
員
会
等
七
委
員
会
の
委
員
長
か
ら
各
委
員
会
の
活
動

状
況
の
報
告
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
了
承
さ
れ
ま
し
た
。



次
に
、
議
案
審
議
に
入
り
、
部
会
提
出
議
案
第
一
号
「
地
方
交
付
税
の
確
保
」
ほ
か
十
七
件
に
つ
い
て
提
出
部
会
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
説
明
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
原
案
ど
お
り
可
決

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
会
長
提
出
議
案
第
一
号
「
地
方
交
付
税
の
増
額
と
地
方
税
源
の
充
実
強
化
に
関
す
る
決
議
（
案
）
」
ほ
か
二
件
に
つ
い
て
も
、
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

最
後
に
、
平
成
二
十
年
度
全
国
市
議
会
議
長
会
予
算
の
見
通
し
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
、
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

次
に
、
「
近
畿
市
議
会
議
長
会
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。

去
る
十
月
九
日
に
、
大
阪
市
に
お
き
ま
し
て
支
部
長
会
議
が
開
催
さ
れ
、
第
二
回
理
事
会
の
運
営
等
に
つ
い
て
協
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
十
月
十
九
日
に
豊
岡
市
に
お
き
ま
し
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
第
二
回
理
事
会
に
つ
い
て
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

開
会
式
で
は
、
会
長
の
羽
曳
野
市
議
会
議
長
と
開
催
当
番
市
の
養
父
市
議
会
議
長
の
あ
い
さ
つ
が
あ
り
、
続
い
て
第
二
回
理
事
会
以
降
に
就
任
さ
れ
た
新
任
議
長
の
紹
介
が
あ

り
ま
し
た
。

次
に
、
報
告
事
項
と
し
て
、
会
務
報
告
と
市
議
会
議
員
共
済
会
審
査
会
委
員
の
推
薦
に
つ
い
て
の
報
告
が
あ
り
、
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

続
い
て
議
案
審
議
に
入
り
、
会
長
提
出
議
案
第
一
号
の
平
成
十
九
年
度
近
畿
市
議
会
議
長
会
会
計
補
正
予
算
案
と
支
部
提
出
議
案
六
件
に
つ
い
て
審
議
を
行
い
、
全
議
案
が
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
支
部
提
出
議
案
六
件
の
う
ち
、
「
地
域
医
療
の
確
保
・
充
実
に
つ
い
て
」
及
び
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
充
実
を
求
め
る
要
望
」
の
二
議
案
を
全
国
市
議
会
議
長
会

第
八
十
三
回
評
議
員
会
へ
提
出
し
、
「
自
主
防
災
組
織
活
動
の
支
援
に
つ
い
て
」
を
予
備
議
案
と
す
る
こ
と
に
決
定
し
、
そ
の
他
の
議
案
に
つ
い
て
は
正
副
会
長
に
お
い
て
実
行

運
動
を
実
施
す
る
こ
と
が
併
せ
て
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

次
に
、
協
議
事
項
に
入
り
、
当
面
の
近
畿
市
議
会
議
長
会
の
日
程
及
び
平
成
二
十
年
度
本
会
負
担
金
の
二
件
が
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

最
後
に
、
次
期
開
催
市
の
門
真
市
議
会
議
長
か
ら
あ
い
さ
つ
が
あ
り
、
会
議
は
終
了
い
た
し
ま
し
た
。

次
に
、
「
奈
良
県
市
議
会
議
長
会
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。

去
る
十
一
月
十
三
日
に
、
橿
原
市
に
お
き
ま
し
て
本
年
度
第
三
回
議
長
会
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

初
め
に
、
会
長
で
あ
り
ま
す
本
市
の
寺
本
議
長
が
開
会
の
あ
い
さ
つ
を
申
し
上
げ
、
引
き
続
い
て
会
議
に
入
り
ま
し
た
。

会
議
で
は
、
諸
報
告
と
し
て
、
前
回
の
第
二
回
議
長
会
以
降
の
事
務
報
告
並
び
に
会
議
出
席
報
告
を
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

次
に
、
協
議
事
項
に
入
り
、
平
成
十
九
年
度
決
算
見
込
み
、
平
成
二
十
年
度
予
算
見
通
し
及
び
「
地
域
活
性
化
に
資
す
る
地
方
税
財
政
基
盤
の
充
実
強
化
を
目
指
す
共
同
ア
ピ



ー
ル
（
案
）
」
に
つ
い
て
の
三
件
を
協
議
の
結
果
、
い
ず
れ
も
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
が
、
議
長
会
関
係
の
報
告
で
ご
ざ
い
ま
す
。

次
に
、
「
南
和
広
域
連
合
議
会
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。

去
る
十
一
月
五
日
に
、
吉
野
町
中
央
公
民
館
に
お
き
ま
し
て
、
平
成
十
九
年
第
二
回
南
和
広
域
連
合
議
会
定
例
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

会
議
で
は
、
南
和
広
域
連
合
監
査
委
員
の
選
任
、
平
成
十
八
年
度
一
般
会
計
決
算
及
び
平
成
十
八
年
度
南
和
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
事
業
特
別
会
計
決
算
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
ま

し
た
。

初
め
に
、
監
査
委
員
に
は
、
本
市
の
川
元
憙
釋
代
表
監
査
委
員
が
選
任
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

次
に
、
一
般
会
計
決
算
に
つ
き
ま
し
て
は
、
歳
入
総
額
は
八
千
五
百
三
十
五
万
八
千
七
百
九
十
二
円
、
歳
出
総
額
は
六
千
九
百
三
十
三
万
二
千
八
百
七
十
二
円
で
、
歳
入
歳
出

差
引
額
は
一
千
六
百
二
万
五
千
九
百
二
十
円
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
南
和
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
事
業
特
別
会
計
決
算
に
つ
き
ま
し
て
は
、
歳
入
総
額
は
四
千
百
八
十
万
四
千
五
百

二
十
八
円
、
歳
出
総
額
は
一
千
三
百
十
八
万
六
百
三
十
一
円
で
、
歳
入
歳
出
差
引
額
は
二
千
八
百
六
十
二
万
三
千
八
百
九
十
七
円
で
あ
り
、
審
議
の
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

認
定
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
が
、
南
和
広
域
連
合
議
会
定
例
会
の
概
要
で
ご
ざ
い
ま
す
。

次
に
、
監
査
委
員
か
ら
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
、
ま
た
、
地
方
公
営
企
業
法
第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
水
道
事
業
会
計
の
八
月
分
か
ら
十
月
分
ま
で
の
例
月
出
納
検
査
の
結
果
報
告
が
提
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
し
て
諸
報
告
と
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
会
議
資
料
及
び
監
査
資
料
に
つ
き
ま
し
て
は
事
務
局
に
お
い
て
保
管
い
た
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
後
刻
御
清
覧
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
寺
本
保
英
）
以
上
で
諸
般
の
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。

こ
の
際
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

先
の
第
三
回
定
例
会
以
降
の
休
会
中
、
五
條
市
議
会
会
議
規
則
第
百
五
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
き
の
規
定
に
よ
り
議
員
の
派
遣
を
決
定
い
た
し
て
お
り
ま
す
が
、
詳
細
に
つ

き
ま
し
て
は
お
手
元
に
配
付
い
た
し
て
お
り
ま
す
の
で
御
了
承
願
い
ま
す
。

ま
た
、
報
告
書
に
つ
き
ま
し
て
は
事
務
局
で
保
管
い
た
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
後
刻
御
清
覧
願
い
ま
す
。



─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
寺
本
保
英
）
本
日
の
日
程
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
手
元
に
配
付
済
み
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

配
付
漏
れ
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。
─
─
。

こ
れ
よ
り
日
程
に
入
り
ま
す
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
寺
本
保
英
）
日
程
第
一
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
を
行
い
ま
す
。

会
議
録
署
名
議
員
は
、
会
議
規
則
第
八
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
議
長
か
ら
指
名
い
た
し
ま
す
。

十
一
番

北

山

和

生

議
員

十
二
番

山

本

久

和

議
員

十
三
番

花

谷

昭

典

議
員

以
上
の
三
名
の
方
に
お
願
い
し
ま
す
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
寺
本
保
英
）
次
に
日
程
第
二
、
会
期
決
定
の
件
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
本
定
例
会
の
会
期
に
つ
き
ま
し
て
は
、
去
る
十
一
月
二
十
六
日
開
催
の
議
会
運
営
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
御
協
議
を
賜
り
ま
し
た
結
果
、
先
に
御
通
知

申
し
上
げ
ま
し
た
と
お
り
本
日
か
ら
十
九
日
ま
で
の
十
七
日
間
と
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
寺
本
保
英
）
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
会
期
は
、
本
日
か
ら
十
九
日
ま
で
の
十
七
日
間
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
会
期
中
の
会
議
予
定
に
つ
き
ま
し
て
は
、
各
位
に
御
通
知
申
し
上
げ
ま
し
た
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
寺
本
保
英
）
次
に
日
程
第
三
、
市
長
の
市
政
報
告
と
提
出
議
案
の
説
明
を
求
め
ま
す
。
吉
野
市
長
。

〔
市
長

吉
野
晴
夫
登
壇
〕

○
市
長
（
吉
野
晴
夫
）
九
月
か
ら
今
日
ま
で
の
市
政
の
概
要
に
つ
い
て
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。



始
め
に
、
最
重
要
課
題
で
あ
り
ま
す
「
行
財
政
改
革
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
年
度
か
ら
行
政
経
営
を
行
う
上
で
、
最
小
単
位
と
な
る
事
務
事
業
の
実
施
結
果
と
そ
の
成
果
に

つ
い
て
、
達
成
度
や
実
施
度
な
ど
の
観
点
か
ら
評
価
を
行
い
、
次
年
度
に
お
け
る
予
算
や
人
員
な
ど
の
経
営
資
源
の
投
入
量
を
導
き
出
し
、
事
務
事
業
の
方
向
性
や
目
標
を
決
定

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
事
務
事
業
評
価
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。
今
年
度
は
、
全
七
百
二
十
五
の
事
務
事
業
の
う
ち
百
六
十
七
の
事
務
事
業
に
つ
い
て
、

職
員
の
意
識
改
革
を
導
き
な
が
ら
試
行
評
価
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
「
新
五
條
市
総
合
計
画
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
去
る
十
月
十
日
、
第
二
回
総
合
計
画
策
定
審
議
会
に
お
い
て
、
今
後
ど
の
よ
う
な
課
題
の
解
決
に
取
り
組
み
、
そ
れ
を

実
現
す
る
た
め
の
基
本
的
な
考
え
方
を
示
す
基
本
構
想
に
つ
い
て
審
議
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
現
在
、
策
定
部
会
等
に
お
い
て
、
主
要
施
策
を
達
成
す
る
た
め
の
よ
り
具
体
的
な

施
策
や
事
業
を
示
す
基
本
計
画
の
素
案
に
つ
い
て
作
成
中
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
「
公
共
交
通
対
策
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
去
る
十
一
月
十
五
日
、
住
民
代
表
、
旅
客
運
送
事
業
者
、
道
路
管
理
者
、
警
察
及
び
市
等
に
よ
り
構
成
す
る
五
條
市
地
域
公

共
交
通
会
議
を
立
ち
上
げ
、
地
域
住
民
の
ニ
ー
ズ
に
即
し
た
乗
合
運
輸
サ
ー
ビ
ス
の
運
行
形
態
、
運
賃
等
に
つ
い
て
審
議
を
い
た
だ
き
、
来
年
四
月
以
降
の
再
編
計
画
に
つ
い
て

承
認
を
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
西
吉
野
・
大
塔
地
域
を
対
象
と
し
た
「
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
整
備
事
業
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
去
る
十
月
初
旬
、
各
地
域
の
住
民
代
表
の
方
々
に
対
し
ま
し
て
事
業
概
要

の
説
明
会
を
開
催
し
、
御
理
解
を
求
め
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

今
後
は
、
説
明
会
で
寄
せ
ら
れ
た
意
見
や
要
望
等
、
ま
た
、
現
在
取
り
ま
と
め
を
行
っ
て
お
り
ま
す
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
も
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
地
域
住
民
の
ニ
ー

ズ
を
よ
り
的
確
に
と
ら
え
、
事
業
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

次
に
、
「
市
制
施
行
五
十
周
年
」
の
取
組
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
年
度
当
初
か
ら
市
民
団
体
や
市
の
イ
ベ
ン
ト
等
に
「
市
制
五
十
周
年
」
の
冠
を
付
け
て
Ｐ
Ｒ
を
し
て
ま
い
り

ま
し
た
。
そ
し
て
、
去
る
十
月
十
四
日
、
市
民
会
館
で
記
念
式
典
を
開
催
し
、
荒
井
県
知
事
や
国
会
議
員
な
ど
三
百
五
十
人
の
御
臨
席
の
下
、
五
條
市
の
半
世
紀
を
振
り
返
る
と

と
も
に
、
未
来
に
希
望
の
持
て
る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
、
新
た
な
歴
史
創
造
へ
の
一
歩
を
踏
み
出
し
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
同
日
に
、
平
成
十
六
年
度
か
ら
整
備

を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
「
五
万
人
の
森
公
園
」
の
完
成
を
祝
い
、
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
公
園
内
の
会
場
に
は
、
多
数
の
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

・
模
擬
店
に
出
店
い
た
だ
い
た
ほ
か
、
様
々
な
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
で
華
を
添
え
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
五
條
文
化
博
物
館
で
は
「
写
真
で
た
ど
る
市
制
五
十
年
の
あ
ゆ
み
」
写

真
展
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
コ
ン
サ
ー
ト
を
行
い
、
多
く
の
人
々
で
に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
十
一
月
九
日
に
は
市
民
会
館
で
Ｎ
Ｈ
Ｋ
奈
良
放
送
局
と
の
共
催
に
よ
り
ま
す
市
制
五
十
周
年
記
念
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
「
上
方
演
芸
会
」
公
開
録
音
を
開
催
し
、
満
員
の

ホ
ー
ル
か
ら
は
笑
い
が
絶
え
ま
せ
ん
で
し
た
。



次
に
、
「
道
路
行
政
」
の
取
組
の
う
ち
、
国
道
二
四
号
拡
幅
整
備
に
つ
き
ま
し
て
は
、
本
陣
交
差
点
か
ら
市
役
所
下
交
差
点
ま
で
の
一
工
区
及
び
市
役
所
下
交
差
点
か
ら
裁
判

所
下
ま
で
の
二
工
区
を
継
続
し
て
、
国
と
一
体
と
な
り
鋭
意
用
地
交
渉
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
今
後
の
取
組
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
来
年
度
か
ら
一
工
区
の
工
事
に
着
手
す
る
予

定
で
あ
り
、
併
せ
て
三
工
区
の
予
定
区
間
の
計
画
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、
去
る
十
一
月
六
日
、
市
議
会
議
長
を
始
め
と
す
る
市
議
会
議
員
と
共
に
国
・
県
に
対
し
京
奈
和
自
動
車
道
大
和
・
御
所
道
路
に
お
け
る
御
所
区
間
の
早
期
開
通
及
び
地

域
高
規
格
道
路
五
條
新
宮
道
路
の
五
條
市
域
に
お
け
る
調
査
区
間
の
早
期
事
業
化
に
向
け
た
都
市
計
画
決
定
等
に
つ
い
て
、
精
力
的
に
陳
情
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

次
に
、
新
町
地
区
の
「
街
な
み
環
境
整
備
事
業
」
の
取
組
の
う
ち
、
修
景
施
設
整
備
補
助
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
年
度
で
八
件
の
申
請
を
受
け
、
う
ち
五
件
が
完
了
い
た

し
ま
し
た
。
こ
れ
で
五
十
四
件
の
施
設
を
整
備
し
、
歴
史
的
な
町
並
み
の
景
観
整
備
が
進
ん
で
お
り
ま
す
。
ま
た
、
小
公
園
、
防
火
水
槽
及
び
市
道
新
町
線
の
道
路
修
繕
舗
装
工

事
も
進
め
て
お
り
ま
す
。
事
業
の
進
ち
ょ
く
と
と
も
に
、
春
秋
の
行
楽
や
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
効
果
に
伴
い
、
県
内
外
か
ら
新
町
を
散
策
さ
れ
る
観
光
客
や
各
種
団
体
等
の
視
察
研

修
も
増
え
て
お
り
、
ま
た
、
伝
承
館
内
の
和
室
や
展
示
室
の
定
期
利
用
者
も
増
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。

今
後
、
残
さ
れ
た
期
間
内
に
細
や
か
な
機
能
充
実
を
図
り
、
新
町
地
区
の
保
存
対
策
、
活
性
化
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

次
に
、
「
下
水
道
事
業
」
の
取
組
に
つ
い
て
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
本
市
の
公
共
下
水
道
の
普
及
率
は
昨
年
度
に
お
い
て
一
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
増
加
し
、
三
月
末
で
五
三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
り
ま
し
た
が
、
県
下
の
平
均
で
あ
る
六
八

パ
ー
セ
ン
ト
に
比
べ
依
然
と
し
て
低
い
状
況
で
あ
り
ま
す
。
今
年
度
で
は
、
須
恵
・
岡
口
、
野
原
西
四
丁
目
及
び
今
井
四
丁
目
の
各
地
区
に
お
け
る
工
事
は
完
了
し
、
さ
ら
に
、

住
川
、
今
井
及
び
二
見
各
地
区
の
市
街
地
を
中
心
と
し
た
整
備
区
域
の
拡
大
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
懸
案
の
水
洗
化
促
進
に
つ
き
ま
し
て
は
、
十
月
か
ら
未
接
続
家
庭
へ
の
戸
別
訪
問
を
行
い
、
市
民
の
方
々
に
御
理
解
と
御
協
力
を
お
願
い
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。次

に
、
野
原
地
区
へ
の
流
域
下
水
道
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、
地
権
者
や
地
元
自
治
会
等
の
御
協
力
に
よ
り
説
明
会
を
終
え
、
県
で
は
十
月
末
か
ら
掘
削
工
事
に
着
手
し
、
平

成
二
十
二
年
度
末
の
完
成
を
目
指
し
て
お
り
ま
す
。

次
に
、
「
人
権
行
政
」
の
取
組
の
う
ち
、
人
権
啓
発
の
拠
点
と
な
る
複
合
施
設
建
設
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、
十
一
月
末
に
完
了
し
、
来
年
一
月
か
ら
「
五
條
市
人
権
総
合
セ

ン
タ
ー
」
と
し
て
オ
ー
プ
ン
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
な
お
、
現
在
の
五
條
東
児
童
館
・
五
條
東
老
人
憩
の
家
の
跡
地
に
つ
き
ま
し
て
は
、
当
セ
ン
タ
ー
の
駐
車
場
と
し
て
整
備

を
行
う
予
定
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
ま
し
て
、
五
條
市
人
権
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
、
今
議
会
で
御
審
議
を
お
願
い
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
「
農
林
行
政
」
の
取
組
に
つ
い
て
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。



今
年
で
三
十
八
回
目
を
迎
え
た
五
條
市
農
林
産
物
品
評
会
を
、
十
一
月
十
六
日
・
十
七
日
の
両
日
に
わ
た
り
中
央
体
育
館
で
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
催
し
は
、
市
内
の
農

林
産
物
へ
の
認
識
を
高
め
る
と
と
も
に
、
品
質
及
び
生
産
性
の
向
上
と
農
林
業
の
振
興
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
、
総
出
展
数
六
百
五
点
、
約
二
千
五
百
人
の
多
く
の

皆
様
に
御
来
場
い
た
だ
き
、
盛
況
の
う
ち
に
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
市
内
の
農
林
業
関
係
団
体
や
生
産
者
団
体
等
の
皆
様
に
感
謝
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
日
本
一
の
「
柿
」
の
振
興
を
図
る
べ
く
、
例
年
の
北
海
道
函
館
市
で
の
Ｐ
Ｒ
活
動
を
、
九
月
二
十
七
日
・
二
十
八
日
の
両
日
に
わ
た
り
行
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
今
年

は
、
東
京
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
、
十
月
五
日
・
六
日
の
「
ふ
る
さ
と
回
帰
フ
ェ
ア
二
〇
〇
七
」
及
び
十
一
月
三
日
・
四
日
の
「
奈
良
こ
こ
ろ
豊
か
に
い
い
暮
ら
し
フ
ェ
ア
」
に
参

加
し
、
五
條
の
柿
の
試
食
や
配
布
を
行
い
、
精
力
的
に
Ｐ
Ｒ
活
動
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

次
に
、
「
教
育
行
政
」
の
取
組
つ
い
て
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

今
回
で
四
十
九
回
を
数
え
る
市
民
体
育
大
会
を
、
去
る
十
月
七
日
、
上
野
公
園
多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
晴
天
に
も
恵
ま
れ
、
多
く
の
方
の
参
加
の
下
、

盛
大
に
ス
ポ
ー
ツ
の
祭
典
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
今
後
も
市
体
育
協
会
を
始
め
各
地
区
体
育
協
会
や
自
治
連
合
会
等
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
の
普
及

と
振
興
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

次
に
、
文
化
事
業
へ
の
取
組
と
し
て
、
去
る
十
一
月
三
日
、
大
塔
ふ
れ
あ
い
交
流
館
で
大
塔
い
き
い
き
文
化
祭
を
、
ま
た
、
十
一
月
三
日
・
四
日
の
両
日
に
わ
た
り
、
中
央
公

民
館
を
拠
点
に
第
三
十
六
回
五
條
市
文
化
祭
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
今
年
は
、
「
市
制
施
行
五
十
周
年
記
念
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
」
と
し
て
カ
ン
ヌ
国
際
映
画
祭
グ
ラ
ン

プ
リ
作
品
「
殯
（
も
が
り
）
の
森
」
の
上
映
を
始
め
市
民
の
皆
様
か
ら
の
作
品
展
示
や
舞
台
発
表
な
ど
、
大
変
意
義
深
い
文
化
祭
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
青
少
年
健
全
育
成
事
業
の
一
環
と
し
て
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
「
チ
ャ
レ
ン
ジ
ウ
ォ
ー
ク
二
〇
〇
七
」
を
、
去
る
十
月
二
十
一
日
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
コ
ー
ス
と
フ
ァ
ミ
リ

ー
コ
ー
ス
の
二
コ
ー
ス
で
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
す
ば
ら
し
い
秋
空
の
下
、
九
百
二
十
七
名
の
参
加
者
が
地
域
や
沿
道
の
方
々
の
声
援
や
励
ま
し
を
受
け
な
が
ら
ゴ
ー
ル
を
目
指

し
、
七
百
八
十
九
名
が
完
歩
い
た
し
ま
し
た
。

開
催
に
当
た
り
ま
し
て
、
各
種
団
体
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
や
コ
ー
ス
周
辺
の
皆
様
の
御
協
力
に
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

次
に
、
「
教
育
環
境
の
整
備
」
の
取
組
の
う
ち
、
野
原
小
学
校
耐
震
補
強
改
修
工
事
に
つ
き
ま
し
て
は
、
学
校
建
物
の
耐
震
性
の
確
保
を
図
る
べ
く
、
七
月
中
旬
か
ら
工
事
に

着
手
し
、
十
月
下
旬
に
完
了
い
た
し
ま
し
た
。

次
に
、
「
水
道
事
業
」
の
取
組
の
う
ち
、
「
上
水
道
事
業
」
に
つ
い
て
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
カ
ビ
臭
の
対
策
に
つ
き
ま
し
て
は
、
国
・
県
を
始
め
関
係
機
関
と
連
携
を
密
に
し
て
原
因
物
質
の
特
定
に
向
け
鋭
意
調
査
中
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
有
効
率
及
び
有
収
率
の
向
上
対
策
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
漏
水
調
査
を
野
原
地
区
及
び
霊
安
寺
地
区
に
て
今
月
中
に
実
施
す
る
予
定
で
あ
り
ま
す
。



次
に
、
経
年
管
の
更
新
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
井
五
丁
目
に
お
い
て
口
径
一
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
延
長
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
更
新
す
る
予
定
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
給
水
鉛

管
取
替
工
事
に
つ
き
ま
し
て
は
、
須
恵
地
区
及
び
霊
安
寺
地
区
の
十
二
箇
所
が
完
了
い
た
し
ま
し
た
。

一
方
、
「
簡
易
水
道
事
業
」
の
取
組
に
つ
き
ま
し
て
は
、
白
銀
北
地
区
の
統
合
整
備
、
白
銀
南
地
区
及
び
城
戸
・
陰
地
地
区
の
水
道
未
普
及
地
域
解
消
事
業
を
計
画
的
に
実
施

し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
新
た
に
辻
堂
地
区
の
水
道
未
普
及
地
域
解
消
事
業
の
調
査
設
計
と
事
業
の
事
前
評
価
を
行
い
、
来
年
度
か
ら
の
国
庫
等
補
助
採
択
に
向
け
事
務
を
進
め

て
お
り
ま
す
。

今
後
も
地
域
に
応
じ
た
施
設
整
備
を
進
め
、
市
民
の
生
活
環
境
の
改
善
と
公
衆
衛
生
の
向
上
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

最
後
に
、
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
す
「
消
防
・
防
災
行
政
」
に
つ
い
て
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

今
世
紀
前
半
に
発
生
が
予
想
さ
れ
る
東
南
海
・
南
海
地
震
等
広
域
的
な
災
害
の
応
急
対
策
に
対
し
て
技
術
や
能
力
の
向
上
を
図
り
、
有
事
に
即
応
で
き
る
体
制
づ
く
り
を
目
指

し
、
本
市
と
隣
接
す
る
県
下
町
村
と
の
、
境
界
付
近
に
限
定
し
た
災
害
に
対
応
す
べ
く
、
消
防
相
互
応
援
協
定
の
締
結
に
努
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

ま
た
、
十
月
一
日
か
ら
緊
急
地
震
速
報
が
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
等
で
提
供
開
始
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
迅
速
な
情
報
伝
達
が
被
害
の
軽
減
に
大
き
な
成
果
を
発
揮
す
る
こ
と
の
で

き
る
よ
う
、
適
切
な
利
活
用
方
法
に
つ
い
て
学
校
、
工
場
、
病
院
及
び
福
祉
施
設
な
ど
に
お
け
る
消
防
訓
練
を
通
し
て
指
導
・
啓
発
を
行
う
と
と
も
に
、
各
事
業
所
や
地
域
自
治

会
と
の
連
携
を
密
に
し
な
が
ら
今
後
の
対
応
策
も
相
互
に
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

次
に
、
複
雑
多
様
化
す
る
救
急
業
務
に
つ
き
ま
し
て
は
、
救
命
処
置
範
囲
が
拡
大
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
救
急
救
命
士
の
生
涯
教
育
と
し
て
病
院
実
習
に
積
極
的
に
参
加
し
、

救
命
技
術
の
維
持
・
向
上
に
努
め
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
救
急
車
が
現
場
に
到
着
す
る
ま
で
の
応
急
手
当
が
救
命
の
た
め
に
は
最
も
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
十
月
下
旬
に
市
役

所
本
庁
舎
市
民
課
前
及
び
西
吉
野
支
所
住
民
課
前
に
Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動
体
外
式
除
細
動
器
）
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
十
一
月
二
十
日
に
、
ま
ず
は
本
庁
の
職
員
を
対
象
に
取
扱
講

習
会
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
消
防
本
部
で
設
置
し
て
い
る
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
、
多
数
市
民
が
集
う
イ
ベ
ン
ト
等
に
貸
し
出
す
態
勢
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。
な
お
、
市
内
の
Ａ
Ｅ
Ｄ
設
置
場
所
に
つ
き
ま
し
て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
の
で
御
確
認
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

以
上
が
、
主
だ
っ
た
事
業
の
概
要
で
あ
り
ま
す
。

続
き
ま
し
て
、
本
定
例
会
に
提
出
の
諸
議
案
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

議
第
四
十
五
号

五
條
市
人
権
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
の
制
定
に
つ
き
ま
し
て
は
、
五
條
市
人
権
総
合
セ
ン
タ
ー
新
設
の
た
め
、
本
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
議
第
四
十
六
号

五
條
市
五
万
人
の
森
公
園
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
及
び
議
第
四
十
七
号

五
條
市
上
野
公
園
等
条
例
の
制
定
に
つ
き
ま
し
て
は
、
指
定
管
理
者
制
度

を
導
入
す
る
た
め
、
本
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。



次
に
、
議
第
四
十
八
号

五
條
市
行
政
組
織
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
き
ま
し
て
は
、
機
構
改
革
の
た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
議
第
四
十
九
号

五
條
市
情
報
公
開
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
き
ま
し
て
は
、
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
た
た
め
、
本
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
議
第
五
十
号

特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
、
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
き
ま
し
て
は
、
五
條
市
人
権
総
合
セ
ン
タ
ー
新
設
の
た
め
、

本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
議
第
五
十
一
号

五
條
市
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
き
ま
し
て
は
、
行
財
政
改
革
に
伴
う
手
数
料
の
見
直
し
を
行
っ
た
た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
議
第
五
十
二
号

五
條
市
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
き
ま
し
て
は
、
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
公
布
さ
れ
た
た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
議
第
五
十
三
号

五
條
市
農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
き
ま
し
て
は
、
下
水
処
理
費
に
お
け
る
受
益
者
負
担
金
の
整
合
性
を
図
る
た
め
、
本
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
議
第
五
十
四
号

五
條
市
住
居
表
示
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
き
ま
し
て
は
、
郵
政
民
営
化
法
が
施
行
さ
れ
た
た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。

次
に
、
議
第
五
十
五
号

五
條
市
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
き
ま
し
て
は
、
機
構
改
革
の
た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
議
第
五
十
六
号

五
條
市
簡
易
水
道
設
置
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
き
ま
し
て
は
、
簡
易
水
道
施
設
整
備
に
よ
る
区
域
拡
大
及
び
機
構
改
革
の
た
め
、
本
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
議
第
五
十
七
号

奈
良
県
市
町
村
会
館
管
理
組
合
の
解
散
に
つ
い
て
、
議
第
五
十
八
号

奈
良
県
市
町
村
会
館
管
理
組
合
の
解
散
に
伴
う
財
産
処
分
に
つ
い
て
及
び
議

第
五
十
九
号

奈
良
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
へ
の
加
入
に
つ
き
ま
し
て
は
、
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
に
奈
良
県
市
町
村
会
館
管
理
組
合
が
解
散
し
、
奈
良
県
市
町
村
会
館

の
管
理
、
設
置
及
び
運
営
等
に
関
す
る
事
務
を
共
同
処
理
す
る
た
め
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
奈
良
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
に
加
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
議
会
の
議
決
を
求
め

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
議
第
六
十
号

平
成
十
九
年
度
五
條
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
三
号
）
議
定
に
つ
き
ま
し
て
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
五
千
三
百
四
十
七
万
三
千
円
を
追
加
し
、
総

額
百
八
十
二
億
五
千
五
百
七
十
万
七
千
円
と
す
る
も
の
で
、
内
容
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
「
う
ち
の
の
館
」
管
理
運
営
補
助
金
等
の
追
加
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
財
源
に
つ
き
ま
し



て
は
寄
附
金
等
を
見
込
み
ま
し
て
、
補
正
予
算
を
編
成
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
議
第
六
十
一
号

平
成
十
九
年
度
五
條
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
議
定
に
つ
き
ま
し
て
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
三
千
五
百
十
三
万
五
千
円

を
追
加
し
、
総
額
四
十
二
億
七
千
十
三
万
五
千
円
と
す
る
も
の
で
、
内
容
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
等
の
追
加
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
財
源
に
つ
き
ま
し
て

は
繰
越
金
を
見
込
み
ま
し
て
、
補
正
予
算
を
編
成
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
議
第
六
十
二
号

平
成
十
九
年
度
五
條
市
簡
易
水
道
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）
議
定
に
つ
き
ま
し
て
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
四
百
万
円
を
追
加
し
、
総
額
四

億
七
千
二
百
五
十
万
円
と
す
る
も
の
で
、
内
容
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
浄
水
場
等
機
械
器
具
修
繕
の
追
加
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
財
源
に
つ
き
ま
し
て
は
諸
収
入
を
見
込
み
ま
し
て
、

補
正
予
算
を
編
成
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
同
第
十
二
号

五
條
市
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ
き
ま
し
て
は
、
教
育
委
員
の
う
ち
、
御
勢
久
右
衛
門
委
員
が
平
成
十
八
年
十
一
月
十
三
日
に
死
去
さ
れ
た
た
め
、

そ
の
後
任
の
同
意
を
求
め
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
同
第
十
三
号

五
條
市
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ
き
ま
し
て
は
、
教
育
委
員
の
う
ち
、
田
村
幸
子
委
員
が
平
成
十
九
年
五
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
辞
職
し
た
た
め
、

そ
の
後
任
の
同
意
を
求
め
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
推
第
三
号

人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
推
せ
ん
に
つ
き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
人
権
擁
護
委
員
の
う
ち
、
馬
場
禧
子
委
員
の
任
期
が
平
成
二
十
年
三

月
三
十
一
日
を
も
っ
て
満
了
す
る
た
め
、
そ
の
後
任
の
候
補
者
推
せ
ん
に
つ
き
意
見
を
求
め
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
た
び
提
出
い
た
し
ま
し
た
諸
議
案
の
概
要
で
あ
り
ま
す
が
、
議
員
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
慎
重
審
議
の
上
、
何
と
ぞ
御
議
決
並
び
に
御
同
意
賜
り
ま
す
よ

う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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○
議
長
（
寺
本
保
英
）
市
長
の
市
政
報
告
と
提
出
議
案
の
説
明
が
終
わ
り
ま
し
た
。

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
本
日
の
日
程
は
全
部
終
了
い
た
し
ま
し
た
。

明
日
四
日
と
あ
さ
っ
て
五
日
の
二
日
間
は
休
会
と
し
、
次
回
六
日
午
前
十
時
に
再
開
し
て
一
般
質
問
を
行
い
ま
す
。

な
お
、
一
般
質
問
を
さ
れ
る
議
員
各
位
は
、
明
日
四
日
の
正
午
ま
で
に
所
定
の
発
言
通
告
書
に
質
問
事
項
を
具
体
的
に
御
記
入
の
上
、
議
長
ま
で
提
出
願
い
ま
す
。

本
日
は
、
こ
れ
を
も
ち
ま
し
て
散
会
い
た
し
ま
す
。

午
前
十
一
時
十
分
散
会




